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市内の関係機関・団体が連携し、
悪質商法や特殊詐欺などの被害

を未然に防⽌するため、「⽯狩市消費者被害防⽌ネ
ットワーク」が発⾜し、9 ⽉ 5 ⽇、総合保健福祉セ
ンターりんくるにて設⽴会議が開催されました。本
ネットワークは事務局である消費⽣活センターを中
⼼に、警察関係、福祉関係、⾦融関係、⾏政部署の
4 グループ 9 団体で構成されており、当⽇は 20 名
が出席しました。 

 会議では冒頭、環境市⺠部⻑から「ネットワークを
通して市⺠の被害防⽌のため連携していきたい」との
挨拶があり、その後事務局からネットワークの概要説
明、また警察からは管内を中⼼に犯罪情勢についての
報告がありました。構成機関・団体それぞれの活動を
とおして被害を発⾒した場合は、事務局である消費⽣
活センターに情報提供してもらい、その情報をもとに
消費⽣活相談員が相談対応するほか、全構成機関への
情報配信を⾏うとともに、チラシ等で市⺠への周知を
⾏い、市内における消費者被害への関⼼を⾼め、意識
醸成を図っていきます。また、本ネットワークでは情
報共有のため、年 1 回以上の会議を実施、各構成機
関が連携した街頭啓発なども⾏う予定です。 

 
参加した札幌北警察署によると、同署への特殊詐

欺に関する相談は、予兆電話を含め 145 件（8 ⽉末 

現在）。警察としては「危機的状況であると認識し
ており、被害を防⽌するためにはこのようなネット
ワークで情報を共有し連携していくことが重要」と
の説明がありました。 

 
情報交換では出席者から「⼾別訪問をすると⾃分

が思っている以上に被害に遭っている⾼齢者が多い。
消費者被害を防⽌することの重要性を認識した」、
「市⺠に情報提供を⾏い、悪質商法や特殊詐欺を"⾃
分事"として捉えてもらうことが⼀番重要」、「⾃分
の所属する団
体の定例会議
で市内の消費
者被害状況を
報告したい。興
味を持っても
らい、委員とし
ての活動の動
機付けにした
い」など、積極的な発⾔がみられ⼼強く感じました。 

 
⽯狩市では昨年の改正消費者安全法の施⾏をきっ

かけとして、今年 4 ⽉に「⽯狩市消費⽣活センター」
を開設。また、今般設⽴されたネットワークを同法
に基づく「消費者安全確保地域協議会」に位置づけ
るなど消費者⾏政の体制強化を進めています。今後
の本ネットワークの活動が期待されます。

⽯狩市に平成 29 年 9 ⽉ 5 ⽇付で消費者被害防⽌ネットワーク（ネットワーク名︓⽯狩市消
費者被害防⽌ネットワーク）が設⽴されました。今年度では初、北海道内では 66 番⽬です。

本ネットワークの概要と設⽴会議の様⼦をご紹介します。 
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速報！洞爺湖町にネットワークが設立されました 

9 ⽉ 28 ⽇（⽊）、胆振管内洞爺湖町に地域ネットワークが設⽴されました（ネット
ワーク名︓洞爺湖町消費者被害防⽌ネットワーク）。道内で 67 番⽬の地域ネットワー
クとなり、消費者安全法に基づく消費者安全確保地域協議会に位置づけられました。
設⽴会議の様⼦など詳細は次号でご紹介します。 




